
〔サービス仕様書〕

サービス名称 型 名

プログラム・プロダクト 教育サービス ＳＶ１Ａ＊＊＊Ｃ＊＊

１．サービスの実施
乙は甲に対し、第４項記載のサービス（以下「本サービス」という）を

実施します。なお、本サービスを、本サービス仕様書の他、添付教育サー
ビスの受託条件明細（以下「受託条件明細」という）記載の内容に従い実
施します。

２．サービスの対象製品
本サービスの対象製品は、乙が販売するプログラム・プロダクト（型名

がＡで始まるもの）のうち、受託条件明細記載のものとします。

３．サービス実施の前提条件
甲は、対象製品について、使用許諾の権限を有する者から使用許諾を受

けていることを、乙に対して保証するものとします。

４．サービスの内容
乙は、対象製品に関する教育を、受託条件明細に定める教育内容、スケ

ジュール等に従って、乙所定の教育用テキストを用いて、実施するものと
します。

５．サービスの終了
甲は、乙が本サービスに係る作業を終了した場合には、すみやかに教育

の実施を確認するものとします。なお、乙が、当該確認をもって乙所定の
「実施完了報告書」を甲に提出することにより、本サービスの実施が終了
したものとします。

６．知的財産権の帰属
乙が本サービス実施の過程で甲に提供した資料、プログラム等（以下

「提出物件」という）の著作権は、乙に帰属するものとしますが、甲は、
当該提出物件を甲の社内において、対象製品の利用に必要な範囲で自由に
複製・改変して使用できるものとします。

７．その他
甲および乙は、受託条件明細に記載する内容を追加または変更を希望す

る場合には、相手方にその内容を書面で通知するものとし、甲乙間で別途
協議のうえで、追加または変更契約を締結するものとします。なお、乙は、
当該追加または変更契約の締結完了前に、追加または変更された乙の作業
に着手する義務を負わないものとします。

以 上
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